

産地・港湾連携型農林水産物・食品輸出促進計画（連携計画）（別紙様式２）


1． 本計画の対象港湾
	（記載例）
○○港



2． 本計画の参画者
	（記載例）
【輸出産地】○○、○○
【卸売事業者】○○
【物流・港湾事業者】○○
【地方公共団体の農政部局】○○県○○課
【港湾管理者】○○県



3． 本計画の対象とする農林水産物・食品及びその輸出産地
	（記載例）
・ホタテ（○○県）
・コメ（○○県○○地域）
・果樹（りんご）（JA○○）
・・・



4． 本計画の対象とする農林水産物・食品の輸出量・額や輸出促進の取組の状況、将来見込み、ターゲットとする輸出先国・地域
	· 可能な限り定量的に記載すること。



5． 本計画の対象港湾の現況
	· 対象港湾における農林水産物・食品の取扱に係る港湾施設の現況については必ず記載すること。


6． 想定する輸送ルート
	（記載例）
ホタテ：○○市場にて集荷し、○○港まで陸送、同港においてバンニング
○○港の定期航路（週○便）を利用して輸出、○○国○○港にて船卸し
トータルのリードタイムは○日





7． 産地・港湾が連携した農林水産物・食品のさらなる輸出促進事業及び関連ある施設整備や実証事業に関する計画
７－１．要綱２．(2)の事業の計画
＜記載例＞
	港湾
	事業主体
	事業名
	事業内容
	適用予定制度
	事業費
	事業期間

	○○港
	㈱○○
	○○事業
	貨物積替円滑化支援施設の整備
	港湾機能高度化施設整備費補助
	xxx百万円
	R9～R10


· ７－１．の事業がない場合には省略可。
· 記載の事業の内容の分かる資料（事業計画、図面等）を添付すること。なお、整備される施設全体が農林水産物・食品の輸出以外の目的にも使用される場合、農林水産物・食品の輸出に必要となる部分に係る事業のみを記載し、全体の事業については７－３．に記載すること。

７－２．要綱２．(1)に該当する事業の計画
＜記載例＞
	港湾
	事業主体
	事業名
	事業内容
	適用予定制度
	事業費
	事業期間

	○○港
	○○県
	○○事業
	貨物積替円滑化支援施設の整備
	港湾機能高度化施設整備費補助
	xxx百万円
	R9～R10

	××港
	○○県
	○○事業
	物揚場の改良（屋根設置）
	社会資本整備総合交付金
	xxx百万円
	R10～R11

	△△港
	××市
	××事業
	○○岸壁の改良（屋根設置）
	地方創生港整備推進交付金
	xxx百万円
	R9～R10


· 要綱３．(1)にも該当する事業があり、本事業とまとめて申請する場合に記載。
· 記載の事業の内容の分かる資料（事業計画、図面等）を添付すること。

７－３．要綱２．(2)の事業と密接に関連のある施設整備の計画
＜記載例＞
	港湾
	事業主体
	事業名
	事業内容
	適用予定制度
	事業費
	事業期間

	○○港
	○○地整
	＊＊事業
	防波堤の整備
	港湾整備事業
	xxx百万円
	R10～R14

	××港
	○○県
	＋＋事業
	道路の改良（老朽化対策）
	社会資本整備総合交付金
	xxx百万円
	R10～R14

	＃＃港
	○○県
	？？事業
	泊地の整備
	地方創生港整備推進交付金
	xxx百万円
	R9～R12

	○○漁港
	○○県
	××事業
	衛生管理対応型岸壁の整備
	水産庁予算
	xxx百万円
	R13～R15

	○○港
	㈱○○
	△△
	○○卸売市場機能拡張
	なし
	xxx百万円
	R13～R15


· ７－３．の事業がない場合には省略可。
· 記載の事業の内容の分かる資料（事業計画、図面等）を添付すること。

７－４．関連のある実証事業の計画
＜記載例＞
	港湾
	事業主体
	事業名
	事業内容
	適用予定制度
	事業費
	事業期間

	○○港
	○○県
	＊＊事業
	高機能コンテナやRORO船を活用した実証事業
	ＧＦＰグローバル産地づくり推進事業
	xxx万円
	R13


· ７－４．の事業がない場合には省略可。
· 記載の事業の内容の分かる資料（事業計画、図面等）を添付すること。

8． 事業実施による輸送効率化の見込み
	· ７．の事業を行うことにより、サプライチェーン全体でいかに輸送が効率化されるか、冷蔵・冷凍輸送においては、コールドチェーンがどのように確保されるようになるのか等について、詳細に記載すること。



9． 施設整備及び実証事業以外の取組の計画
	· 港湾管理者や関係地方公共団体の支援施策や、農林水産業者・食品産業事業者や物流事業者等の取組を記載すること。なお、先進性又は独自性の高い取組の場合には、その旨と理由を記載すること。



10． 本計画の目標
	· 取組の進捗状況をフォローアップできる目標を記載すること。



11． 本計画の着実な推進を図るための体制等
	· 円滑な事業実施体制の構築（計画の策定に関する協議及び計画の円滑な実施に係る連絡調整を行うための農林水産物・食品産業関係者、物流・港湾事業者等関係者で構成する協議会の設置等）について必ず記載。



12． その他特記事項
	



